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資料２
石川県地域防災計画の主な修正内容（案）

１ 水防体制の強化（水防警報海岸の指定）について

水防警報について、これまでの指定河川に加え、新たに指定する海岸（加越

沿岸及び能登内浦沿岸）を追加。 （一般：第３章第３節）

※水防警報・・・指定河川、海岸について、国土交通大臣又は知事が洪水又は高潮によって災

害が起こるおそれがあると認めるときに、水防を行う必要がある旨を警告して行う発表を

いう。（水防法第16条第1項）

修正理由

平成２３年３月、水防法に基づき、国土交通大臣及び知事が加越沿岸及び

能登内浦沿岸を水防警報海岸に指定したため。

能登内浦沿岸

（知事指定）

約180km

加越沿岸

（国土交通大臣・知事指定）

約30km

※水防警報海岸
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２ 応援協定について

(1) 帰宅者支援に関する協定

「災害時における徒歩帰宅者支援に関する協定」を追加。

（一般：第３章第１節 震災：第３章第１節 雪害：第３章第１節）

修正理由

H22.9.2、(社)日本フランチャイズチェーン協会に加盟する９社と「災害時に

おける徒歩帰宅者支援に関する協定」を締結したため。

追加内容

災害時における徒歩帰宅者支援に関する協定

協 定 者 協定締結日

石川県 (株)ｻｰｸﾙKｻﾝｸｽ H22.9.2

(株)ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ H22.9.2

(株)ﾃﾞｲﾘｰﾔﾏｻﾞｷ H22.9.2

(株)ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ H22.9.2

(株)ﾎﾟﾌﾟﾗ H22.9.2

(株)ﾛｰｿﾝ H22.9.2

(株)壱番屋 H22.9.2

(株)ﾓｽﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ H22.9.2

(株)吉野屋 H22.9.2

[参考]協定締結時 418店舗

(2) 環境衛生に関する協定

「地震等大規模災害時における公共建築物の清掃及び消毒等に関する協定」を

追加。 （一般：第３章第１節 震災：第３章第１節 雪害：第３章第１節）

修正理由

H22.7.20、(社)石川県ビルメンテナンス協会と「地震等大規模災害時における

公共建築物の清掃及び消毒等に関する協定」を締結したため。

追加内容

地震等大規模災害時における公共建築物の清掃及び消毒等に関する協定

協 定 者 協定締結日

石川県 (社)石川県ﾋﾞﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ協会 H22.7.20

[参考]協定締結時 36社


